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出
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利
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し
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政
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公
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（
マ
ニ
フ
ェ
ス
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）
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報
道
に
関
す
る
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に
対
し
、
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衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
政
権
公
約
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
の
報
道
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
例
で
は
、
選
挙
期
間
中
に
一
定
の
事
項
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
す
る
こ
と
若
し
く
は
視
聴
さ
せ
る
こ
と

又
は
電
子
メ
ー
ル
で
配
信
す
る
こ
と
が
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
四
項

の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
個
別
の
行
為
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

御
指
摘
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
文
字
等
を
用
い
た
意
識
の
表
示
又
は
電
子
メ

ー
ル
で
配
信
さ
れ
た
文
字
等
を
用
い
た
意
識
の
表
示
が
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

同
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
す
る
。

な
お
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
百
一
条
の
十
五
第
一
項

に
規
定
す
る
「
新
聞
紙
」
及
び
「
雑
誌
」
に
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
法
第
百
四
十
八
条
又
は
第
二
百
一
条

の
十
五
の
規
定
の
適
用
は
な
い
。

一



ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
お
い
て
一
定
の
事
項
を
視
聴
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
五
十
一
条
の
三
及
び
第

百
五
十
一
条
の
五
の
「
放
送
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
は
な
い
。

二


